
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

社会保険 稲築病院 

訪問看護ステーション 

在宅生活が安心して 

送れるよう支援します 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆申込み方法 

 かかりつけの医師にご相談していただき、 
当ステーションへご連絡下さい。 

かかりつけの医師がいない方は直接、 
訪問看護ステーションへご連絡下さい。 

◆サービスの内容 

個人情報保護法について 

1.利用者様の個人情報について、個人情報保護に関する法律を遵守するとともに、継続的な改善を図 
ります。 

2.利用者様の個人情報は、サービスを提供するにあたり運営管理に必要な範囲においてのみ収集致し 
ます。その他の目的で個人情報を利用する場合は、利用目的を予めお知らせし、ご了解頂いた上で実 
施致します。 

3.利用者様の個人情報の利用につきましては本来の目的の範囲を超えて使用致しません。 
法令の定める場合等を除き、利用者様の許可なく、情報を第三者に提供致しません。 

4.利用者様の個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏えいを防止し、安全で正確な管理 
に努めます。 

5.利用者様の個人情報について、利用者様自身が開示を求められた場合には、「診療情報開示に関する
指針」に従って対応いたします。また、内容が事実と反する等で訂正を求められた場合も、調査し
適切に対応致します。 

１．病状の観察 

２．療養上（身の回り）の世話 

 洗髪、清拭、排泄、入浴介助、食事介助等 

３．褥瘡の予防と処置・体位変換 

４．医療器具をつけている方へ、管理の仕方や取り扱いの指導 

５．リハビリテーションの実施 

６．ターミナル看護（終末看護） 

７．家族の方への介護指導 



 
 
 

 

               

 

 

 

 

 
 

◆訪問看護ステーションとは 
 家庭において、療養生活をしている寝たきり 
老人等を家庭訪問して、住み慣れた家庭におい 
て安心して生活ができるよう、療養上の世話や 
診療補助を行うもので、お年寄りの生活の質の 
向上を目指しています。 

◆ご利用いただける方 

・ 疾病や身体障害などで寝たきりや、これと同じような状態にあり、 
主治医が訪問看護を必要と認めた方。 

・ 介護保険における「要支援・要介護１～５」に該当される方で、訪問看

護の派遣を希望される方。 

◆営業日及び休日 

【営業日】 月曜日～金曜日 （午前）8：30～（午後）17：00 

土曜日     （午前）8：30～（午後）12：30  

 

【休 日】 日曜日・祝祭日 

      １２月３０日～１月３日（年末年始） 



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

◆ 利 用 者 の 負 担 金 
 利用者の方からいただく利用者負担金は次のとおりです。 

※詳細については重要事項説明書にてご説明いたします。 

社会保険稲築病院 訪問看護ステーション 

電 話 ０９４８－４３－０６８２（直通） 

◆ お 問 い 合 わ せ

介護予防訪問看護・訪問看護（介護保険） 

標準的な所要時間 お支払いただく料金（自己負担 1 割） 

30 分未満 ４６３円 

30 分以上 1 時間未満 ８１４円 

1 時間以上 1 時間 30 分未満 １,１１７円 

20 分 ※理学療法士等が行う 302 円 

サービス提供強化加算（１回） 6 円 

緊急時訪問看護加算 ５４０円 

特別管理加算Ⅰ 5００円 

特別管理加算Ⅱ ２５０円 

訪問看護ターミナルケア加算 ２，０００円 

初回加算 300 円 

訪問看護（医療保険） 
前期・後期高齢者による場合 療養費の１割～３割 

基本利用料 
国民健康保険による場合 療養費の３割 

交   通   費 １Ｋｍ×２０円×往復 
その他費用 

材   料   費 実        費 
 


